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（日本人学生：博士課程後期対象）

奨学金団体名 給貸区分 備考

公益財団法人  吉田育英会　ドクター２１ 給付 ※１

公益財団法人　日本証券奨学財団 給付

公益財団法人　八幡記念育英奨学会 給付

公益財団法人　熊平奨学文化財団 給付

公益信託　松尾金蔵記念奨学基金 給付

※１　大学独自で実施のフェローシップの場合、年間支給額が１００万円をこえる場合は不可。

上記の財団以外でも併願及び併給できない奨学団体があるので、応募の際は各奨学金の募集要項
若しくは奨学規程を確認すること。


